
南さつま市低入札価格調査実施要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、南さつま市が発注する建設工事（建設業法（昭和 24 年

法律第 100号）第２条第１項に規定する建設工事をいう。以下同じ。）に

おいて、契約内容に適合した履行を確保するため、地方自治法施行令（昭

和 22年政令第 16号。以下「施行令」という。）第 167 条の 10第１項及び

第 167条の 10 の２第２項（施行令第 167条の 13 において準用する場合を

含む。）に規定する競争入札において最低価格の入札者又は落札者となる

べき者（以下「最低価格入札者等」という。）以外の者を落札者とするこ

とができることに関し、必要な事項を定めるものとする。 

（対象となる競争入札） 

第２条 この要領の対象となる競争入札は、施行令第 167条の 10の２（施行

令第 167 条の 13において準用する場合を含む。）の規定によるもの（以下

「総合評価方式」という。）とする。 

（調査基準価格） 

第３条 契約担当者（南さつま市契約規則（平成 17年南さつま市規則第 41

号）第２条に規定する契約担当者をいう。以下同じ。）は、建設工事の請

負契約に係る競争入札を行おうとする場合において、契約の相手方となる

べき者の申込みに係る価格によっては、当該契約の内容に適合した履行が

されないおそれがあると認められる場合の基準となる額（以下「調査基準

価格」という。）をあらかじめ定めておくものとする。 

２ 調査基準価格は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額

に、100 分の 108を乗じて得た額を基準として契約担当者が定めるものとす

る。ただし、その額が、予定価格に 10 分の９を乗じて得た額を超える場合

にあっては 10 分の９を乗じて得た額とし、予定価格に 10 分の７を乗じて

得た額に満たない場合にあっては 10分の７を乗じて得た額とする。 

(１) 直接工事費の額に 10 分の 9.7を乗じて得た額 

(２) 共通仮設費の額に 10 分の９を乗じて得た額 

(３) 現場管理費の額に 10 分の９を乗じて得た額 

(４) 一般管理費の額に 10 分の 5.5を乗じて得た額 

（低入札価格調査） 

第４条 契約担当者は、競争入札により建設工事の請負契約を締結しようと 

する場合において、最低価格入札者等の当該申込みによる価格が調査基準価 

格未満の場合は、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないお 

それがあるかどうかについて調査（以下「低入札価格調査」という。）をし 



なければならない。 

２ 低入札価格調査は、次に掲げる内容について、最低価格入札者等からの

事情聴取、関係機関への照会等により実施するものとする。なお、入札者

からの事情聴取に際しては、適宜口頭又は別に定める様式により報告を求

めるものとするが、下請契約予定者名等の調査については、建設業法第 24

条の７第１項の規定に基づき作成した施工体制台帳を参考として作成させ

るものとする。 

(１) その価格により入札した理由（工事費内訳書を徴するものとする。） 

(２) 手持工事の状況 

(３) 契約対象工事箇所と調査対象者の事業所、倉庫等の関係 

(４) 手持資材の状況 

(５) 資材購入先及び資材購入先と調査対象者との関係 

(６) 手持機械数の状況 

(７) 労務者の具体的供給見通し 

(８) 過去に施工した公共工事名、請負金額及び発注者名 

(９) 建設副産物の拠出計画 

(10) 経営内容 

(11) 経営状況（取引金融機関及び保証会社等への照会等によること。） 

(12) 信用状況 

ア 建設業法違反の有無 

イ 指名停止等の有無 

ウ 賃金不払の状況 

エ 下請代金の支払遅延状況 

(13) その他必要と認める事項 

（失格基準価格）  

第５条 契約担当者は、総合評価方式による競争入札を行おうとする場合に

おいて、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、当該

契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認める額（以下「失

格基準価格」という。）をあらかじめ定めるものとし、当該申込みに係る

価格が失格基準価格未満の者については、第４条の規定にかかわらず、低

入札価格調査を実施することなく、失格とする。  

２ 失格基準価格の算定方法については、予定価格算出の基礎となった次に 

掲げる額の合計額に 100分の 108を乗じて得た額とする。 

(１) 直接工事費の額に 10 分の９を乗じて得た額 

(２) 共通仮設費の額に 10 分の８を乗じて得た額 

(３) 現場管理費の額に 10 分の８を乗じて得た額 



(４) 一般管理費の額に 10 分の 5.5を乗じて得た額 

（入札参加者への周知） 

第６条 契約担当者は、対象となる競争入札を行おうとするときは、入札に

参加しようとする者に対し、次に掲げる事項を周知する。 

(１) 当該入札は低入札価格調査制度の対象となる競争入札であり、調査基

準価格が設定されていること。 

(２) 調査基準価格に満たない入札が行われた場合は、落札の決定を保留

し、その入札価格によって契約の内容に適合した履行がなされるか否か

を調査し、後日落札の決定があれば速やかに全入札参加者に通知するこ

と。 

(３) 調査基準価格に満たない入札を行った者（以下「調査対象者」とい

う。）は、最低価格入札者等であっても必ずしも落札者とならない場合

があること。 

(４) 調査対象者は、事後の事情聴取等に協力しなければならないこと。 

(５) 工事費内訳書の提出がない者及び入札価格と合致しない工事費内訳書

を提出した者がした入札は、無効とすること。 

(６) 第５条に規定する失格基準価格を満たさない入札を行った者は、失格

とすること。 

（入札の執行） 

第７条 入札の結果、最低価格入札者等の入札価格が調査基準価格未満の場

合には、契約担当者は、入札者全員に対して「施行令第 167 条の 10 の２第

２項の規定により落札者の決定を保留」と宣言し、調査終了後に落札者を

決定する旨を告げて入札を終了する。 

（調査結果の判定） 

第８条 契約担当者は、次条に定める南さつま市低入札価格調査委員会の議

を経て、当該契約の内容に適合した履行がされるか否かの判定を行う。 

（低入札価格調査委員会） 

第９条 低入札価格調査の結果に基づき、最低価格入札者等を落札者とする

か否かについて審査するために、南さつま市低入札価格調査委員会（以下

「委員会」という。）を置く。 

２ 委員会は、次の者をもって組織する。 

(１) 委員長 副市長 

(２) 副委員長 建設部長 

(３) 委員 総務企画部長、産業おこし部長、建設維持課長、建設整備課

長、都市整備課長、建築住宅課長、農地整備課長、農林振興課長、水道

課長、財政課長 



３ 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。ただし、委員長に事故があ

るとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が招集する。 

４ 委員会は、構成委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 

５ 委員会の審査結果については、出席委員の過半数で決し、可否同数の場

合は、委員長の決するところによる。 

６ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を

求め意見を聴くことができる。 

７ 第３項の規定にかかわらず、特別の理由があるときは、持ち回りにより

審査することができる。 

８ 委員会の庶務は、総務企画部財政課で行うものとする。 

（履行がされると認められる場合の措置） 

第 10条 契約担当者は、調査の結果、最低価格入札者等の入札価格により契

約の内容に適合した履行がされると認めたときは、直ちに最低価格入札者

等に落札した旨を通知するとともに、他の入札者全員に対してその旨を通

知するものとする。 

（履行がされないおそれがあると認められる場合の措置） 

第 11条 契約担当者は、調査の結果、最低価格入札者等の入札価格によって

は契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたときは、最

低価格入札者等を落札者とせずに予定価格の制限の範囲内の価格をもって

申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者又は価格そ

の他の条件が最も有利なものをもって申込みをした者（以下「次順位者」

という。）を落札者と決定する。 

２ 次順位者の入札価格が調査基準価格未満であった場合には、第４条以降

と同様の手続きによるものとする。 

３ 契約担当者は、次順位者を落札者と決定したときは、最低価格入札者等

（前項の規定により落札者と決定されなかった次順位者を含む。）に対し

ては落札者としない旨の通知を、次順位者に対しては落札者となった旨の

通知をするとともに、その他の入札者に対しては次順位者が落札者となっ

た旨を通知するものとする。 

（監督体制の強化等） 

第 12条 契約担当者は、調査の結果、調査基準価格を下回る者が落札し、落

札者と建設工事請負契約が締結された場合は、次号に掲げる措置をとり監

督体制の強化等を図るものとする。 

(１) 施工体制台帳の提出及びその内容の調査 

請負者に対して、施工体制台帳の提出を求め、必要に応じて請負者 

に対して調査を実施する。 



(２) 施工計画書の内容の調査 

共通仕様書に基づき施工計画書を提出させるに際して、必要に応じて

請負者に対して調査を実施する。 

 (３) 重点的な監督業務の実施 

当該工事に係る監督業務において段階確認、施工の検査等を実施する

に当たっては、立会することを原則として、入念に行うものとする。 

また、施工体制台帳及び施工計画書の記載内容と実際の施工が異な 

るときは、請負者に対して理由の説明を求めるものとする。 

 (４) 労働安全担当部局との連携 

安全な施工の確保及び労働者への適正な賃金支払の確保の観点から 

必要があると認めるときは、労働基準監督署の協力を得て、施工現場の

調査を行うものとする。 

（特記仕様書への明示等） 

第 13条 契約担当者は、第 12条第１号及び第２号に掲げる措置を講ずるこ

とに伴い、次に掲げる事項を特記仕様書において明示するものとする。 

(１) 施工体制台帳の提出及びその内容の調査 

ア 調査基準価格を下回る価格で落札した場合において、請負者は、契約 

担当者の求めに応じて、建設業法第 24 条の７第１項の規定に基づき作

成した施工体制台帳を提出しなければならないこと。 

イ 施工体制台帳の調査を契約担当者から求められた場合は、請負者は 

これらに応じなければならないこと。 

 (２) 施工計画書の内容の調査 

調査基準価格を下回る価格で落札した場合において、共通仕様書に基

づく施工計画書の提出に際して、その内容の調査を契約担当者から求め

られたときは、請負者はこれに応じなければならないこと。 

（次順位者を落札者とした場合の理由の公表） 

第 14条 第 11 条の規定により、次順位者を落札者とした場合には、その者

を落札者とした理由を契約締結後、速やかに公表するものとする。 

附 則 

この要領は、平成 30年 11月１日から施行し、同日以後に入札の公告又は

指名通知を行う工事から適用する。 


